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部位 仕様 メンテナンスチェック基準
(左記ﾒﾝﾃﾅﾝﾝｽ) ＋ リフォーム時期目安

構造体
基礎・架構体(柱・梁)

著しい基礎コンクリートのクラック、鉄筋の錆汁がある場合
は、補修を行う

防蟻処理
薬剤効果の低下（※専門業者によるチェック）がある場
合は、再施工を行う

屋根

粘土瓦 著しい瓦の割れ、ズレ・色褪せがある場合は補修を行う

スレート瓦 著しい瓦の割れ、ズレ・色褪せがある場合は補修を行う

鋼板屋根 著しい瓦のズレ・錆・色褪せがある場合は補修を行う

化粧ｶﾊﾞｰ、軒天、軒樋等
著しい錆、割れ、はずれ、ズレ、樋のつまりがある場合は補
修を行う

外壁

塗装仕上げ
著しい塗装の色褪せ、ひび割れ、白亜化(チョーキング)、汚
れがある場合は補修を行う

タイル仕上げ タイルのひび、欠け、浮き、剥がれがある場合は補修を行う

目地シーリング 切れ、剥がれ、破断、膨れ、ひびがある場合は補修を行う

付属品(化粧カバー、縦樋等)
著しい錆、割れ、つなぎ目の外れ、ズレ、樋のつまりがある場
合は補修を行う

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 防水層(シート防水、FRP)
シート防水：シートの傷・亀裂・ディスク(接着部)の浮き、
FRP：仕上げ面の割れ、がある場合は補修を行う

外部建具

玄関、勝手口ドア 著しい塗装の劣化、錆、開閉不良がある場合は補修を行う

サッシ
著しい錆、開閉不良、タイト材、ビードの劣化がある場合は
補修を行う

網戸 著しい開閉不良、破れがある場合は補修を行う

シャッター 著しい塗装の劣化、錆、開閉不良がある場合は補修を行う

室内

内装仕上材
(ｸﾛｽ、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、畳、ｼｰﾄ床材)

著しいスキマ、変色、割れがある場合は補修を行う

内部建具 著しい開閉不良、反りがある場合は補修を行う

本体設備

給水・給湯管 水漏れがある場合は補修を行う

排水管 著しい異臭、つまりがある場合は補修を行う

太陽光発電システム
著しい機能の低下（発電量の低下など）がある場合は補
修を行う

床暖房
著しい機能の低下（温度不良など）がある場合は補修を
行う
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スムストック 安心Ｒ住宅 リフォーム工事基準 3住宅設備

部位 メンテナンスチェック基準

(左記ﾒﾝﾃﾅﾝﾝｽ) ＋ リフォーム時期目安

キッチン

本体
著しい天板・キャビネットの傷、汚れがある場合
は補修・交換を行う

レンジフード
著しい汚れ、機能の低下がある場合は補修・交
換を行う

ガス・IHコンロ
著しい汚れ、機能の低下がある場合は補修・交
換を行う

(特)ビルトイン式
食器洗い乾燥機

著しい汚れ、機能の低下がある場合は補修・交
換を行う

洗面 洗面台
著しいひび割れ、水漏れ、割れ、腐食、錆、汚れ、
ｼｰﾘﾝｸﾞ劣化がある場合は補修・交換を行う

浴室

バスユニット本体
著しいひび割れ、水漏れ、割れ、腐食、錆、汚れ、
ｼｰﾘﾝｸﾞ劣化がある場合は補修・交換を行う

換気扇
著しい汚れ、機能の低下がある場合は補修・交
換を行う

(特)浴室用電気乾燥機
著しい機能の低下、異音がある場合は補修・
交換を行う

トイレ

便器・タンク
著しいひび割れ、水漏れ、割れ、腐食、錆、汚れ、
がある場合は補修・交換を行う

温水洗浄便座
著しいひび割れ、水漏れ、割れ、腐食、錆、汚れ、
がある場合は補修・交換を行う

給水器具 混合水栓
著しい機能低下、シャワーホースの傷、腐食、
錆、汚れがある場合は補修・交換を行う

給湯器
ガス給湯器、石油給湯器

ｴｺｷｭｰﾄ、ｴﾈﾌｧｰﾑ
著しい機能低下、異音、水漏れがある場合は
補修・交換を行う

設備機器

蓄電池
著しい機能低下（蓄電量の低下など）がある
場合は補修・交換を行う

HEMS
著しい機能の低下（誤作動など）、作動不良
がある場合は補修・交換を行う

ホームエレベーター 専門業者による保守点検
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(特) 長期使用製品安全点検制度 特定保守製品
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